
（改善前）令和６年９月１日から令和１１年８月３１日までの原料米の購買資金
（改善後）令和６年９月１日から令和１６年３月３１日までの原料米の購買資金

取扱期間の延長

（改善前）清酒製造見込数量（アルコール分２０％換算、１㎘当たり）×30万円
（改善後）清酒製造見込数量（アルコール分２０％換算、１㎘当たり）×50万円

保証限度額の引上げ

日本酒造組合中央会では、長期に及ぶ米価格高騰の事態を受け、原料米の円滑な調達
を目的として昨年新設した「米価高騰緊急対策保証」のさらなる改善を実施しました。
さらに使いやすくなった中央会の信用保証のご利用をぜひご検討ください。

新たな

信用保証制度（通常保証）の概要
・原料米等の購入に必要な資金
・清酒の製造に従事する者に対する賃金の支払に必要な資金資金使途

次のいずれか少ない額
・出えん金の６０倍
・酒造資金所要額の範囲内
・清酒製造見込数量（２０％換算） １キロリットル×５０万円

保証限度額

年０．５０％〜１．８０％保証料率

９０％保証保証割合

１年以内借入期間

【利用資格】
① 令和７酒造年度又は令和６酒造年度と令和５酒造年度を比較し、

原料米購入価格が20％以上高騰している方
② 租税特別措置法第87条第１項の酒税の税率の特例の適用を受けている方
※ ①に該当：30％割引、①と②いずれにも該当：50％割引

保証料率の最大50％を割引（対象：原料米購入資金部分）１

• 1,000万円以内は不動産担保が不要
• 連帯保証人は原則不要

不動産担保及び連帯保証人が原則不要２

保証割合100％（対象：原料米購入資金部分）その他は90％３

３つのメリットと２つの改善点



ご利用についての Q&A

Q 1　 米価高騰緊急対策保証と はどの様なも のですか？

A 1　 米価格の急騰を受け、 原料米の仕入資金借入の円滑化を目的と し て新設さ れた制度です。

Q 2　 利用資格はあり ますか？
A 2　 以下、 利用資格の①のみ、 または、①と ②に該当する場合にご利用いただけます。  

           ①令和 6 または令和 7 酒造年度に購入し た原料米の平均価格が、 令和 5 酒造年度に購入し た 

               原料米の平均価格より  20％以上高騰し ている 方。

　 　   ②租税特別措置法第 87 条第 4 項第 1 号に規定する承認酒類製造者であっ て、 事業計画書を提出し 、

　 　 　   同法第 87 条第 1 項の酒税の税率の特例の適用を受けている方。

Q 3　 保証料率が 50％割引と なると はどの様な場合ですか？

A 3　 酒造資金の内、 原料米購入資金の部分に対し て信用保証料率の割引をし ます。

　 　   利用資格①に該当し た場合は、 通常適用さ れる保証料率から  30％の割引をし ます。

　 　   さ ら に、 ①と ②に該当し た場合は、 20％の割引を加算し 、 50％の割引をし ます。

Q 4　 保証を受けら れる範囲はどこ までですか？

A 4　  原則と し て、 金融機関から の借入金の元本と 利息及び損害遅延金の 90％を保証し ます。

　 　    利用資格①と ②に該当し た場合、 原料米購入資金の部分については、 その 100％を保証し ます。

Q 5　 担保や連帯保証人は必要ですか？

A 5　 ・ 酒類および出えん金について、 譲渡担保設定契約と その登記が必要と なり ます。

　 　   ・ 連帯保証人は原則不要です。

　 　   ・ 不動産担保は、 保証申込額が 1,000 万円以下の場合は不要です。

　 　 　    1,000 万円を超える保証申込額の場合、 不動産担保が必要と なる場合があり ます。

Q 6　 利用手続き について教えて下さ い。

A 6　 債務保証依頼書を提出する際に、 米価高騰緊急対策保証利用申請書を添付し てく ださ い

           全体の保証額の内、 原料米購入資金の部分について、 保証料率の割引が適用さ れます。

Q 7　 取扱期間に決まり はあり ますか？

A 7　  急激な米価高騰に対応する緊急制度ですので、 取扱期間に定めがあり ます。

　        取扱期限は令和 16 年 3 月 31 日までです。 令和 16 年 4 月 1 日から は通常の保証料率と なり ます。

Q 8    輸出用酒造資金の保証料割引制度と の併用はでき ますか？

A 8    輸出用酒造資金と の併用はできません。 どちら か一方のご利用と なり ます。

Q 9　 こ れまで中央会の信用保証を利用し たこ と があり ませんが、 こ の保証制度の利用はでき ますか？

A 9　 ご利用資格に該当する方であれば、 どなたでも お申込をいただく こ と ができ ます。

  　      但し 、 新規でご利用の方、 ご利用実績のある方にかかわら ず、 審査の結果によっ てはご希望に

　 　   お応えいたし かねるこ と も ございますので、 あら かじ めご承知いただきたく 存じ ます。

＊お申込みのご相談や、 信用保証制度のご不明点などは日本酒造組合中央会まで、

　 お気軽にお問い合わせく ださ い。

日本酒造組合中央会　 信用保証事業部
TEL： ０ ３ -３ ５ ０ １ -０ １ ０ ７ （ 直通）


